
3.各サービス毎の改定の概要
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(訪間系サービス)
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診廉報酬の算定方法〔平成二十年厚生労働省告示第五十

九号)別表第一医科診藤報酬点数表(以下「医科診療報酬

点数表Jという。)に掲げ

一 レ

イ

ヽ

医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜連流指導管理、

在宅血液透析指導管理、在宅酸素康法指導管理、在宅中

心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管

理〔在宅自己導尿指導管理、在宅持続隆圧呼吸療法指導

管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者

指導管理を受けている状態

ロ

ハ  人工肛円又は人工騰肌を設置している状態

真皮を越える裾磨の状態

ホ

介離保険
介慶厚生労樹大臣が定める者等 (平成十二年厚生省告示第二十
三号 )

在宅悪性腫臨患者指導管理若しくは在宅気曽切開患者指

導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しく

は留置カテーテルを使用している状態にある者

在宅自己腹膜灌流指導管理H在宅血液透析指導管理、在

宅酸素藤法指導管理H在宅中心静脈栄養法指導管理、在

宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、

在宅人工呼吸指導管t在宅持続鴎圧呼吸療法指導管理.

在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導

管理を受けている状態にある者

二  人工肛円又は人工勝脱を設置している状態にある者

四 真皮を越える裾造の状態にある若

五  在宅患者訪間点滴注射管理指導料を算定している者

(今考〕医療保険
厚生労働大臣が定める状催等にある利用者(平成十八年告示百三

号第二の五より)
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1                                       1″

て            〔ュ

r   ヽ

居
住

堀
所

11 業斉H師亀管理崇養士、由科徹生士寺

在宅の利用者の場合 /居 住系施設入居者の場合
|ぞ 医師、山科医師、看護職員

〔居住のと島所の別なし〕

臼同一建物居住者以外の利用者の場合

又は

'同 一建物居住者の場合 (同 一 日の訪間〕

中

ぃ   【医師が行うと島合】 居宅艇曇管理拍尋費(1)500単位/回
居宅霜養管理指導費(lI)290単位/回
居宅療番管理指導費  500単位/回
居宅療養管理指導費  400単位/回

同一建物居住者に行う場合   450単 位/回
同一建物居住者に1〒う場合   261単 位/回
同一建物居住者に行う場合   450単 位 /回
同一建枷居住者に行う堀含   360単 位/回

渫 同一亀物居住者以外の場合は蛹単位敵に■■なし

葺

⇒

→

⇒

単
位 【歯科医師が行う場合】

I看誼師が行う場合】

|

<要件の見直し>
夏分護新規認定.璽弁護更新認定又は、硬介酸認定の変更に

伴い作成された居宅サービス計画に基づき亀指定居宅サービス

の提供開始から、

※ 介説子防居宅蕪益管理指導についても同様の見直しを行うコ

【改定前】
限度

として算定するD

【改定後】
限庄

として算定する。



単
(1回当たり)

等 ※:平成 年改定郎分は下建

500

450
下 以外

同 一 (同 一 日 訪 間 )

290
T
(月 2回を限度〕

{注 1)

550

385

500

350

医        合
(月 2回を阻度〕

t月 1回を限度ユ(注 2)

同 一 (周 一 日  間 )

同 一 〔同 一 日  間 〕

530

450

350

300

4

360

注 !‐ 静需報酬の『在宅時医学総合管理料J又は「居住系施設入居奢等医学総合管理料J(通院困難な患者に対し,計画的医学管理の下

注3:要介置認定 (更新・区分の交更を含む〕に伴う居宅サービス提供開始から       限度として

“

定士またち准看離師が行う場

合は90/1  算定と



|

。生活 助(GO分以上)    291単 位

・ サービス 供時間450時間又は訪間介畿員の員数 10人に1人 ⇒ 前年度3月 の平均利用者 40人に1

豊▼
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(通所系サービス)
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疾患Лlリ ハビリ  ショ
ン(20分以上〕

リハビリ緯合  加算

【           】
リハピリ

予―ション
(1時間以上2時間未満〕

【           】
別リハピリ

テーション(  )

個 HIリ ハピリは本体報
酬に包括

個別リハビリは、月13回

まで算定可能

疾患別リハピ]

ン(20う1以上 )

リハビリ総合評価加算

|

'強前

"ヽ

世ウ手■)ゴゴ
B

【           】

予―ション(  )

個別リハピリは、月13回

まで算定可能

個別リハビリは、月13回

まで出来高で算定可能
(リ ハぜリマネジメント加

算の算定が必要〕

【           】
リハピリ

テーション
(1時間以上2時間未満〕
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lヶ 3ヶ
0

リハビリ
ーション

※1短期集中リハピリ  ション実施加算に含まれていた個川リハビリテーションの実施に係る評価を切り分ける。

※2所妥時間1時間以上  間未君の五所リハピリテーシヨンについては、個別リハピリテーション実施加算は1日

に相数回算定できる。

B〕ハ



|

・ 10時間以上 11時間未満の延長畑算 t新規〕 , 100単 位/日
甲 11時間以上 12時間未満の延長加算 (新規) ・ 1 単位/日

・ 個別機能ヨH練加算〔J〕   与  基本報酬へ包括化
中個別機能訓練加算(I〕   b  個別機能ヨW練加算(I)42単位/日 (名 称変更〕
・     ―        ド"  個別機能瀬I練加算 (■ ) 単位/日 (新設〕

3 イ

甘L るロ

・ 提供時間帯を通して配置  ◆ 常勘換算方式を導入
。「単位ごと1の配置    → 「事業所ごとIの配置

C同一建物に対する逮鼻 f新規) ・ 所定単位数から▲ 単位 /回

い


